
令和６年１１月７日 

 

保 護 者 各 位 

新温泉町長 西 村 銀 三 
 

令和７年度 認定こども園入園申し込みの受付について 

 

 みだしのことについて、次のとおり受付しますので、入園を希望される方は別添「教育･保

育給付認定申請のお知らせ」を熟読の上、下記のとおり必要書類を提出してください。  

 

記 

１．入園できる認定こども園 

 （１）町立  ゆめっこ認定こども園（☎92‐1095）  浜坂認定こども園（☎82‐1360） 

大庭認定こども園  （☎82‐1239） 

 （２）私立  明星認定こども園  （☎82‐4831） 

 

２．申請書類提出期間 

 令和６年１１月８日（金）～令和６年１１月２９日（金）まで 

 

３．申請書類提出場所  ○ゆめっこ認定こども園・大庭認定こども園・浜坂認定こども園を 

希望する場合はそれぞれの認定こども園へ 

○明星認定こども園を希望する場合は、役場２階こども教育課へ  

 

４．問い合わせ先  上記の各認定こども園、または役場こども教育課（☎82‐5627） 

 

５．保育（２号認定・３号認定）を希望する場合は 次の（１）及び（２）の両方に該当する

必要があります。 ※教育（１号認定）を希望する場合は該当する必要はありません。 

 （１）保護者のいずれもが、次の事由のいずれかにより家庭で保育ができない児童 

□ １月当たりの就労時間の常態が４８時間以上 

□ 妊娠、出産 

□ 保護者の疾病、障害 

□ 同居又は長期入院している親族などの介護・看護 

□ 災害復旧 

□ 求職活動（起業準備を含む。） 

□ 就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む。） 

□ 虐待やＤＶのおそれがある場合 

□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 

□ その他町が認める場合 

（２）対象児童の年齢 

①浜坂認定こども園 平成31年4月2日～令和6年4月1日生の児童（満１歳～５歳） 

②大庭認定こども園 平成31年4月2日～令和6年4月1日生の児童（満１歳～５歳） 

③ゆめっこ認定こども園 平成31年4月2日～※令和6年9月30日生の児童（満６ヶ月～５歳） 

④明星認定こども園 平成31年4月2日～※令和6年9月30日生の児童（満６ヶ月～５歳） 

※令和6年10月1日生以降の児童については、上記までご相談ください 



６．提出書類（児童一人に各１部ご提出ください。）  

 （１）「支給認定申請書兼入園申込書」 （※マイナンバー書類の提示必要） 

※別添の記入例を参考にご記入ください。 

 

 （２）世帯の課税状況が確認できる書類 

・令和６年１月１日現在、新温泉町以外に住民登録をしていた方は、「支給認定申請の

お知らせ」の【別表４】の書類の提出をお願いします。 

※令和６年１月１日現在、新温泉町に住民登録をしていた方は必要ありません。   

 

（３）家族の就労状況等が確認できる書類（教育（１号認定）を希望する場合は必要なし） 

・証明が必要になる方は、児童の両親と６０歳未満の同居の祖父母等同居している扶養

義務者全員です。 

・就労状況等申立書（別添）（自営業・農業の方のみ民生委員児童委員の証明が必要） 

・就労証明書（別添） 

  ・その他「支給認定申請のお知らせ」の【別表２】の認定に必要な書類 

      

（４）保育料口座振替依頼書 

   ・０～２歳児クラスに新規入園申し込みの方は、必ず提出ください。 

  ※すでに令和６年度に入園されており、継続利用希望である方は必要ありません。 

・振替可能な金融機関 

  但馬銀行、みなと銀行、但馬信用金庫、鳥取信用金庫、たじま農業協同組合、 

なぎさ信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行 

 

  ※（１）及び（３）の各様式は、町ホームページ等からダウンロードすることができます。 

 

７．入所承諾 

令和７年２月に「支給認定通知書」「入所承諾書」を、３月下旬に「保育料決定通知書」

を順次送付予定です。 

 

８．保育料 

   保育認定については、「保育標準時間」と「保育短時間」の区分により保育料が異なりま

す。 

保育料の額は保護者（生計の中心者が児童の父母以外の場合はその中心者も含む）の住

民税の課税状況により区分した金額となります。 

  ※保育料の納入方法は、原則として口座振替です。（月末までに残高確認をお願いします。） 

※振替日は毎月月末（１２月のみ２５日）ただし、この日が休日の場合は、翌営業日です。 

※3歳児から 5歳児までの認定こども園、保育所等を利用する全ての子どもたちの保育料 

 と給食費が無料となりました。 

  ※0歳から 2歳児までの子どもは、住民税非課税世帯が無料の対象になります。 

 

９．入所承諾の取消し 

虚偽の申込、その他不正な手段を用いて入所した場合、及び正当な理由なく保育料を支

払わない場合は、入所承諾を取り消します。 


